発明等届出書　記入要領
	◇『発明等届出書』を記入する際には、この発明等届出書記入要領をお読みください。

◇『発明等届出書』のうち、１～９と１３～１４は発明等に関する基本情報資料、１０～１２は特許出願及び技術移転の検討時に使用する参考情報資料とさせていただきます。各項目とも可能な限りご記入くださいますよう、ご協力をお願いします。

◇ご提出いただきました『発明等届出書』を基に、発明等審議委員会において、当該発明等の知的財産権を学校法人立教学院が承継するかどうかを決定します。


１．発明等の名称

　発明等を、簡潔かつ的確に表現した名称としてください。仮の名称です。
２．発明等に関する事項
①～③の該当する欄に〇印を入れ、必要事項を記入してください。
（③ですでに公表している発明等は、原則として特許等は受けられません。出願前に公表することのないよう十分ご注意ください。もしも公表している場合はご相談ください。）

◎以下３～１２は必要に応じて適宜枠を広げて記入してください。
３．発明等を創出するために使用した研究費
該当する欄に〇印を入れ、具体的内容（契約先機関名や助成金・補助金の種類、研究期間や交付年度、研究課題名等）を記入してください。

４．発明等を創出するために使用した研究施設および研究設備
　立教学院内の施設・設備（教室・演習室、実験室等を含む）を使用したのか、立教学院外の施設・設備を使用したのか、それとも立教学院内外の施設・設備をどのくらいの割合で使用したのかを明確に記入してください。
５．共同発明者の有無

　「あり」「なし」を記入し、「あり」の場合は人数も記入してください。
６．権利の帰属に関する代表発明者の所見

　発明者等の権利を学校法人立教学院に全部又は一部を譲渡するのか、また学校法人立教学院と学外発明者との共同出願とするのか、％を用いて意思表示を記入してください。
　＜記入例＞・発明者全員の権利を100％学校法人立教学院に譲渡し、立教学院が単独で出願をする。　
　　　　　　・共同研究による発明のため、発明者の権利のうち50％を、学校法人立教学院へ、50％を共同研究先の株式会社〇〇へ譲渡し、立教学院と〇〇とが共同出願をする。
７．当該発明等に係る知的財産権を、立教学院に対し承継を申し出た理由・意義
　なぜ立教学院に対し承継を申し出たのか、簡潔に記入してください。
　　　

８．発明者・権利者等の持分（％）
持分割合、権利持分割合ともに全体を100として、各々の割合を記入してください。
　出願補償金・登録補償金の支払いや、ロイヤリティ収入が発生した場合の配分基準となります。必ず発明者全員の氏名と全員の持分割合の％を記入してください。
９．共同発明者の発明等への貢献度
　共同発明者が、この発明等のどの部分にどのようなアイデアや提案をし、それが発明等を創出するのに不可欠であったことを、できるだけ具体的かつ明確に記入してください。
　なお、発明者たる教員からの指示に従い、データをまとめたり実験を行ったりした学生等は補助者に過ぎず、共同「発明者」ではないのでご留意ください。
１０．発明等の概要
（１）概要

　発明等の概要を簡潔に記入してください。また、発明等に関わる報告書・論文等があれば、添付してください。
（２）分野・技術分野
該当する欄に〇印を入れ、必要事項を記入してください。
（３）分野・技術分野に関する説明及び従来技術に関する情報
　上記（２）の分野・技術分野の簡潔な説明と、発明等に最も近い従来技術について記入し、論文・特許文献を挙げてください。また、そのうち特に主要な論文・特許文献があれば、添付してください。
（４）従来技術の問題点や発明等により解決される課題
　上記（３）で記入した従来技術の問題点を挙げ、発明等によって解決される課題について簡潔に記入してください。
（５）発明等の技術的手段とその作用
　上記（４）で記入した課題解決のためにどのような技術・手段を用い、どのような作用があるか具体的に記入してください。
（６）発明等によって生じた特有な効果
　上記（５）で記入した以外の効果があれば記入してください。
（７）発明等に関する先行技術
　調査した先行技術の特許文献、論文について記入してください。特許文献については調査した分野（キーワード等）も記入してください。資料がある場合は添付してください。
１１．発明等の実用化

　（１）～（７）に記入していただく情報を基に、発明等の技術移転について検討します。可能な範囲で構いませんので、できるだけご記入ください。
１２．その他の参考事項
　１０～１１で記入しきれなかった事柄や発明等のＰＲ他、自由に記入してください。
１３．立教学院内の発明者全員の氏名・連絡先

　立教大学に籍を置く発明者の場合、「所属機関住所」は下記になります。

（池袋キャンパス教職員）

〒171-8501東京都豊島区西池袋３－３４－１　立教大学内

（新座キャンパス教職員）

〒352-8558埼玉県新座市北野１－２－２６  立教大学新座キャンパス内
　また、本発明に係る立教学院との雇用関係の有無のいずれかに○をつけてください。
　
１４．立教学院外の発明者全員の氏名・連絡先

　該当ない場合は、この頁は提出いただかなくて結構です。
	注意：
出願後、当該発明等の権利が消滅するまでは、発明者の方々への事務連絡が随時発生します。そのため、住所等記載事項が変更になる場合には、必ずリサーチ・イニシアティブセンター知財担当宛にご連絡くださいますようお願いします。


「発明等届出書記入要領」についてご不明な点がある場合は、以下のお問合せ先へ
ご連絡ください。
お問合せ先
立教大学　リサーチ・イニシアティブセンター
知的財産担当
TEL：03-3985-4608
E-mail：r-chizai@rikkyo.ac.jp 

